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１  全体構想 

 

１－１ 地球温暖化の概要 

化石燃料を燃焼することによってエネルギーが得られると同時に、大気中に二酸化炭

素が排出されます。エネルギーの大量消費により、大気中の二酸化炭素濃度が上昇し、

宇宙に放出されるはずの熱が大気中に封じ込められ、地球表面の大気や海洋の平均温度

が長期的に上昇する現象が地球温暖化です。我が国においても豪雨の増加に伴う自然災

害の増加、農産物の生育障害や品質低下、熱中症のリスクの増加、動植物の生育分布の

変化など私たちの身の回りに様々な影響を及ぼしています。地球温暖化の主因は人為的

な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており、その対策が急務となっています。 

 
 

図－1 世界の年平均気温偏差 

細線（黒）は各年の値（基準値からの偏差）を示し、太線（青）は偏差の 5 年移動平均値、

直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示している。 

出典：気候変動監視レポート 2021（気象庁）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 水俣市の年間平均気温及び年間降水量  資料：気象庁より 
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１－２ 地球温暖化対策を巡る動向 

 （１）国際的な動向 

地球温暖化に関する国際的な動きとしては、2015（平成 27）年 12 月に、国連気候

変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）がフランス・パリにおいて開催され、新た

な法的枠組みである「パリ協定」が採択されました。これにより、世界の平均気温の

上昇を産業革命から 2.0℃以内にとどめるべく、全ての国々が地球温暖化対策に取り

組んでいく枠組みが構築されました。 

2018（平成 30）年に公表された IPCC（気候変動に関する政府間パネル）「1.5℃特別

報告書」によると、世界全体の平均気温の上昇を、2.0℃を十分下回り、1.5℃の水準

に抑えるためには、二酸化炭素排出量を 2050 年頃に実質ゼロにすることが必要とさ

れています。これを受け、世界各国で 2050 年までのカーボンニュートラルを目標と

して掲げる動きが広がりました。 

 

 （２）国の動向 

2020（令和 2）年 10 月、政府は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体として

ゼロにする、すなわち、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこ

とを宣言しました。翌 2021（令和 3）年 4月、地球温暖化対策推進本部において、2030

（令和 12）年度の温室効果ガスの削減目標を 2013 年度比 46％削減することとし、さ

らに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されました。 

また、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下「地球温暖化

対策推進法」という。）では、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念として法律に

位置づけ、地方公共団体実行計画（区域施策編）に関する施策目標の追加や、地域脱炭

素化促進事業に関する規定が新たに追加されました。政策の方向性や継続性を明確に示

すことで、国民、地方公共団体、事業者等に対し予見可能性を与え、取組やイノベーシ

ョンを促すことを狙い、さらに、指定都市を除く市町村においても地方公共団体実行計

画（区域施策編）を策定するよう努めるものとされています。 

 

 （３）熊本県の動向 

   2019（令和元）年 12 月、国に先駆けて「2050年県内 CO2排出実質ゼロ」宣言を行い、

「ゼロカーボン社会・くまもと」の実現を表明しました。そして、2021（令和 3）年 7

月、第四次熊本県環境基本指針及び第六次熊本県環境基本計画を策定し、省エネルギ

ーの推進やエネルギーシフトなど 2050年ゼロカーボンに向けた 4つの戦略により「命

を守り、地域を活かすエネルギー利用で実現するゼロカーボン社会・くまもと」を目

指しています。 
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１－３ 計画策定の意義・背景 

本市は、経済成長の過程で発生した水俣病を経験し、その教訓をもとに 1992（平成 4）

年に日本初の「環境モデル都市づくり宣言」を行いました。以後、我が国でもいち早く

ごみの高度分別・リサイクルに取り組むとともに、水俣オリジナルの家庭版・学校版等

の環境ＩＳＯによるリユース・リサイクル・省エネ・省資源、環境マイスター制度、地

区環境協定制度、市民の森づくりによる環境保全活動、地球温暖化防止活動等市民と協

働で取り組んできました。本市の取組は、小規模な自治体ならではの、多額の経費を必

要としない地域が一体となった多様かつ具体的な行動により、これまで国内外の多くの

自治体や環境 NPO のモデルとなっています。また、2001（平成 13）年に国のエコタウン

承認を受け、9 社のリサイクル・リユース企業が立地し、主に南九州一帯の廃棄物をク

リーンに処理するなど、市外地域の資源循環と同時に温室効果ガス削減の一翼も担って

います。 

そして 2008（平成 20）年には、温室効果ガスの大幅な削減など高い目標を掲げて挑戦

する都市として、国の「環境モデル都市」に選定され、2009（平成 21）年 3 月に環境モ

デル都市第一期行動計画、2014（平成 26）年 4月に環境モデル都市第二期行動計画を策

定し、温室効果ガス排出量の削減目標を 2005（平成 17）年度を基準年度として、中期目

標の 2020（令和 2）年にマイナス 32％、長期目標の 2050（令和 32）年にマイナス 50％

を掲げ、その目標に向け、ごみの高度分別によるごみ減量化、再生可能エネルギーの導

入等推進してきました。 

本市は環境モデル都市として、引き続き地球温暖化対策を推進していくため、本計画

を環境モデル都市第３期行動計画（アクションプラン）及び地球温暖化対策推進法第 21

条第 4項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」として位置づけ、持続可能な

社会の実現を目指すものです。 

 

 

図－3 水俣市の環境モデルとしての取組  出典：環境モデル都市提案書より 



4 

１－４ 計画の対象範囲 

本計画は、市内全域の温室効果ガス削減を目的とするため、本計画の対象範囲は、市

民・事業者を含んだ市内全域とします。 

 

 （１）地勢 

本市は、熊本県の南端に位置し、津奈木町、芦北町、球磨村、鹿児島県出水市、伊

佐市と接しています。面積は 163.29 ㎢で、うち約 74％を森林が占め、源流から河口

まで水俣川が市域を貫いて東西に流れており、その流域に沿って集落や市街地が形成

されています。北東を矢城山、大関山、国見山、南東を矢筈岳、鬼岳、亀嶺峠に連な

る山々に囲まれ、平地面積は少ないものの、海・山・川の生態系をもつ豊かな自然環

境に恵まれています。 

 

図－4 水俣市の地勢  出典：第 6次水俣市総合計画より 

 

 （２）人口 

1956（昭和 31）年前後に 5万人を超えピークを迎えましたが、高度成長に伴う労働

力の流出、水俣病問題の発生などのために地域経済の停滞に見舞われ、以降数十年に

わたり減少傾向が続いています。2022（令和 4）年 3 月末時点では約 2 万 3 千人であ

り、出生数も減少傾向にある一方、高齢化率は 41％を超え少子高齢化が進んでいます。 

 
図－5 水俣市の人口の推移  資料：国勢調査より 
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 （３）産業 

産業別の就業者数については、「医療・福祉」が最も多く「製造業」「卸売業・小売業」

と続きます。 

 

表－1 水俣市の 15歳以上産業別就業者数 

区分 
2010（平成 22）年 2015（平成 27）年 2020（令和 2）年 

就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比 

農業 640 6.2% 627 6.1% 512 4.9% 

林業 51 0.5% 49 0.5% 58 0.6% 

漁業 50 0.5% 49 0.5% 35 0.3% 

第 1次産業 741 6.5% 725 6.5% 605 5.8% 

鉱業・採石業・砂利採取業 4 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 

建設業 894 8.6% 799 7.7% 748 7.2% 

製造業 1,808 17.5% 1,844 17.8% 1,571 15.2% 

第 2次産業 2,706 23.6% 2,647 23.6% 2,322 22.4% 

電気・ガス・熱供給・水道業 32 0.3% 32 0.3% 32 0.3% 

情報通信業 28 0.3% 33 0.3% 35 0.3% 

運輸業・郵便業 413 4.0% 356 3.4% 292 2.8% 

卸売業・小売業 1,888 18.2% 1,664 16.1% 1,438 13.9% 

金融業・保険業 179 1.7% 137 1.3% 120 1.2% 

不動産業・物品賃貸業 83 0.8% 86 0.8% 82 0.8% 

学術研究・専門・技術サービス業 209 2.0% 219 2.1% 185 1.8% 

宿泊業・飲食サービス業 618 6.0% 564 5.4% 447 4.3% 

生活関連サービス業・娯楽業 444 4.3% 384 3.7% 346 3.3% 

教育・学習支援業 494 4.8% 409 4.0% 466 4.5% 

医療・福祉 2,385 23.0% 2,618 25.3% 2,563 24.8% 

複合サービス事業 140 1.4% 157 1.5% 163 1.6% 

サービス業（他に分類されないもの） 651 6.3% 665 6.4% 696 6.7% 

公務（他に分類されるものを除く） 451 4.4% 470 4.5% 480 4.6% 

分類不能の産業 6 0.1% 30 0.3% 81 0.8% 

第 3次産業 8,021 69.9% 7,824 69.9% 7,426 71.7% 

総数 11,468 100.0% 11,196 100.0% 10,353 100.0% 

資料：国勢調査より 
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１－５ 計画の期間等 

（１）計画の基準年度及び目標年度 

国の地球温暖化対策計画に準拠し、2013（平成 25）年度を基準年度とします。また、

目標年度を、中期は 2030（令和 12）年度、長期は 2050（令和 32）年度とします。 

 

（２）計画期間 

国の地球温暖化対策計画に準拠し、2030（令和 12）年度までの 8年間とします。 

 

表－2 計画の基準年度、目標年度及び計画期間 

区分 年度 

基準年度 2013（平成 25）年度 

目標年度 
中期：2030（令和 12）年度 

長期：2050（令和 32）年度 

計画期間 2023（令和 5）年度から 2030（令和 12）年度まで 

 

 

１－６ 現状分析 

（１）対象とする温室効果ガスの部門・分類 

 地球温暖化対策推進法において温室効果ガスとは、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、

一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン

類（PFCs）、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の７種の物質をいいます。 

さらに、温室効果ガスの中でも二酸化炭素（CO2）は、燃料や電気の使用に伴い排出

されるエネルギー起源 CO2 と工業材料の化学変化や製品の製造の用途への使用等に伴

い排出される非エネルギー起源 CO2の 2種類に分けられます。 

 

表－3 対象とする温室効果ガス排出量の部門・分野 

排出源 部門・分類 概要 

エネルギー起源 CO2 

産業部門 
製造業、農林水産業、建設業等におけるエネルギー消費

に伴う排出 

業務部門 
事務所・ビル、商業、サービス施設等のほか、他のいず

れの部門にも分類されないエネルギー消費に伴う排出 

家庭部門 家庭におけるエネルギー消費に伴う排出 

運輸部門 自動車、鉄道等におけるエネルギー消費に伴う排出 

CH4、N2O 

その他 

燃料の焼却、下水・し尿処理、耕地での肥料使用、家畜

の飼育等に伴う排出 

代替フロン等 4 ガス 

（HFCs、PFCs、SF6、NF3） 
代替フロン等の製造・設置・廃棄に伴う排出 
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（２）温室効果ガス排出量の推計 

本市における温室効果ガス排出量の推計方法は、以下のとおりです。 

まず、産業、業務、家庭、運輸の各部門についてのエネルギー消費量把握に係る各

種調査（排出主体の属性、エネルギー消費量、再生可能エネルギー導入量、自動車の

利用状況等）を実施します（①）。 

次に、九州電力㈱が水俣市内に供給した電力量を電灯・電力別に把握し、その値か

ら運輸部門を除く部門別総電力消費量（②）を推計します。 

産業部門及び業務部門については、②から①で把握した電力消費量を控除した値（＝

①により把握できなかった事業所の電力消費量）と、①により把握した電力消費量の

比により、①により把握できなかった事業所を含めた市内の全ての事業所分の各エネ

ルギー消費量の推計値を算出します。 

家庭部門については、②に加えて、水俣市環境家計簿「みなまたエコダイアリー」

により、1世帯当たりのエネルギー消費量を算出します。 

運輸部門については、①により把握した自家用車、営業車、営業貨物車用燃料消費

量を抽出するほか、公共交通機関のエネルギー消費量を既存統計資料から把握し、推

計します。 

これらをもとに、市内全域の温室効果ガス排出量を推計します。 

 

産業部門： 年間電力需要 50万 kWh以上の事業所等へのエネルギー消費実態調査 

 

業務部門： 年間電力需要 50万 kWh以上の大規模商業施設及び中小事業所へのエ

ネルギー消費実態調査並びに公共施設のエネルギー消費量調査 

家庭部門： 水俣市環境家計簿「みなまたエコダイアリー」の配布・回収 

 

運輸部門： 上記産業・業務・家庭部門についてのエネルギー消費量把握に係る

調査における自家用車、営業車、営業貨物車用燃料消費量を抽出。

その他、公共交通機関のエネルギー消費量は既存統計資料から推計 

 

   しかし、エネルギー消費量把握に係る各種調査と公的統計のみによる推計の場合、

以下の理由により推計値が不安定になる傾向があります。 

 

  (a) エネルギー需要の規模が小さいため、少数の大規模事業所のエネルギー消費量の

変化や未回収事業所分が全体の推計精度に与える大きな誤差 

  (b) 推計精度を安定化させていた電力会社からの提供データ量の減少及び電力小売自

由化による新電力需要の増加による推計精度の低下 

 

   このため、2019（平成 31、令和元）年度以降の推計には単純移動平均法を採用し、

推計値の安定化を図ります。 
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 （３）温室効果ガス排出量の推移 

本市は、2009（平成 21）年 3月に環境モデル都市第一期行動計画、2014（平成 26）

年 4 月には環境モデル都市第二期行動計画を策定し、温室効果ガス排出量削減目標を

以下のとおり設定しました。 

基準年度：2005（平成 17）年度 175,534トンに対して、 

中期目標：2020（令和  2）年度 約 56,000トン削減（▲32％） 

長期目標：2050（令和 32）年度 約 87,000トン削減（▲50％） 

 

上記目標達成のため、環境モデル都市第一期・第二期行動計画に基づき、様々な温

室効果ガス排出量削減のため施策を実施してきた結果、本市の温室効果ガス排出量は

表－4及び図－6に示すとおり推移しています。 

 

表－4 水俣市の温室効果ガス排出量の推移【実排出係数】 

 2005 

（平成 17） 

年度 

（基準年度） 

2013 

（平成 25）

年度 

2016 

（平成 28）

年度 

2017 

（平成 29）

年度 

2018 

（平成 30）

年度 

2019 

（平成 31、

令和元） 

年度 

2020 

（令和 2） 

年度 

電気の CO2

排出係数 

（㎏-CO2/kWh） 

0.365 0.613 0.462 0.438 0.319 0.344 0.365 

ＣＯ2排出量 

（万 t-CO2） 
17.6 17.4 12.7 11.8 11.0 11.4 13.2 

ＣＯ2排出量 

基準年度比 

（万 t-CO2） 

― ▲0.2 ▲4.9 ▲5.8 ▲6.6 ▲6.2 ▲4.4 

基準年度 

比率（％） 
― ▲0.9 ▲27.9 ▲32.5 ▲37.4 ▲34.9 ▲24.8 

CO2排出量 

前年度比 

（万 t-CO2） 

― 0.8 ▲1.0 ▲0.9 ▲0.8 0.4 1.8 

前年度比率

（％） 
― 5.0 ▲7.3 ▲6.4 ▲7.1 4.0 15.4 

部
門
別
の
排
出
量
（（
万t-

C
O

2

） 

産業

部門 
6.6 5.1 4.0 3.7 3.3 3.3 3.4 

業務 

部門 
2.9 3.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.7 

家庭

部門 
3.2 5.0 3.5 3.3 2.6 2.6 2.8 

運輸

部門 
4.3 3.1 2.3 1.9 2.1 2.5 3.7 

その他 

（万ｔ-CO2） 
0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

※比率については、万トン以下の端数を含めて計算しているため、表中の数値を用いた計算と合致しない場合

があります。また、四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合があります。 
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図－6 温室効果ガス排出量の推移【実排出係数】 

 

 

電力排出係数は、社会情勢の変化を大きく受けており、それらの影響を排除して本

市の取組による削減効果を把握するため、基準年度の電力排出係数（0.365 ㎏

-CO2/kWh：九州電力）を用いて算出した温室効果ガス排出量を表－5及び図－7に示し

ます。 

部門ごとの推移をみると、2020（令和 2）年度は基準年度に比べて、産業部門では

3.4万ｔ（基準年度比約▲48％）、業務部門では 2.7万ｔ（基準年度比約▲7％）、家

庭部門では 2.8 万ｔ（基準年度比約▲13％）、運輸部門では 3.6 万ｔ（基準年度比約

▲14％）となっています。 
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表－5 水俣市の温室効果ガス排出量の推移【基準年度排出係数：0.365㎏-CO2/kWh（九州電力）】 

 2005 

（平成 17） 

年度 

（基準年度） 

2013 

（平成 25）

年度 

2016 

（平成 28）

年度 

2017 

（平成 29）

年度 

2018 

（平成 30）

年度 

2019 

（平成 31、

令和元） 

年度 

2020 

（令和 2） 

年度 

ＣＯ２排出量 

（万 t-CO2） 
17.6 13.8 11.3 10.8 11.6 11.7 13.2 

ＣＯ２排出量 

基準年度比 

（万 t-CO2） 

― ▲3.8 ▲6.3 ▲6.8 ▲6.0 ▲5.9 ▲4.4 

基準年度 

比率（％） 
― ▲21.2 ▲35.7 ▲38.2 ▲33.9 ▲33.5 ▲24.8 

CO2排出量 

前年度比 

（万 t-CO2） 

― 0.8 ▲0.3 ▲0.5 0.8 0.1 1.5 

前年度比率 

（％） 
― 6.3 ▲3.0 ▲3.9 6.9 0.7 13.0 

部
門
別
の
排
出
量
（
万t-

C
O

2

） 

産業

部門 
6.6 4.1 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 

業務 

部門 
2.9 2.4 1.9 1.9 2.4 2.3 2.7 

家庭

部門 
3.2 3.5 2.9 2.8 2.9 2.7 2.8 

運輸

部門 
4.3 3.1 2.3 1.9 2.1 2.5 3.7 

その他 

（万 t-CO2） 
0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

※比率については、万トン以下の端数を含めて計算しているため、表中の数値を用いた計算と合致しない場合

があります。また、四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合があります。 

 
図－7 水俣市の部門別温室効果ガス排出量の推移 

【基準年度排出係数：0.365㎏-CO2/kWh（九州電力）】 
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（４）森林による温室効果ガス（二酸化炭素）吸収量の現状 

   市の面積 163.29 ㎢のうち森林が 120.73 ㎢と市域の約 74％を占めており、そのうち

約 85％が民有林です。林業においては、高度経済成長期に行われた植林が伐採の時期

を迎えており、次世代に森林資源を引き継ぐための再造林が進められている現状にあ

ります。 

   しかし、近年は森林所有者の高齢化、不在化等により適時適正な森林管理が十分に

行われていないため、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林管理の推進により、

森林による温室効果ガス（二酸化炭素）の吸収量を増やしていきます。 

   森林による温室効果ガス（二酸化炭素）の吸収量は表－6及び図－8に示すとおり推

移しています。 

 
表－6 森林による温室効果ガス(二酸化炭素)吸収量の推移 

 2005 

（平成 17）

年度 

基準年度 

2013 

（平成 25）

年度 

2014 

（平成 26）

年度 

2015 

（平成 27）

年度 

2016 

（平成 28）

年度 

2017 

（平成 29）

年度 

2018 

（平成 30）

年度 

民有林面

積（ha） 
10,461.70 10,421.74 10,421.77 10,421.85 10,389.04 10,378.46 10,373.49 

民有林蓄

積量（㎥） 
3,657,872 4,054,373 4,104,431 4,138,363 4,138,915 4,124,336 4,188,174 

二酸化炭

素吸収量 
（万ｔ-CO2） 

3.6 8.1 5.9 4.1 1.4 0.8 7.5 

 

 

 

 2019 

（平成 31、

令和元） 

年度 

2020 

（令和 2） 

年度 

民有林面

積（ha） 
10,373.51 10,317.25 

民有林蓄

積量（㎥） 
4,220,143 4,247,714 

二酸化炭

素吸収量 
（万ｔ-CO2） 

3.9 3.4 

 

 

 

 
図－8 森林による温室効果ガス(二酸化炭素)吸収量の推移 

 

 
※炭素吸収（固定）量の算出は、熊本県森林吸収量認定制度実施要綱を参考に算出 

※面積、蓄積量等の基礎データは、熊本県林業統計要覧より抜粋 

※吸収量の算出の基礎となる蓄積量は、木の成長による蓄積量の増加と伐採等による蓄積量

の減少の差し引きにより決まる。2018 年度に吸収量が大きく増えているのは、成長による

蓄積量が、伐採等による蓄積量を大きく上回ったためと考えられる。 
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１－７ 関係する既存の行政計画 

 関連する行政計画は、次のとおりです。 

 

計画の名称（策定時期） 内  容 

第 6次水俣市総合計画 

【2019（平成 31）年 3月】 
本市の長期的かつ総合的な行政運営の指針を示す計画 

水俣市 SDGs 未来都市計画

【2020（令和 2）年 7月】 

SDGs達成に向けて、本市がこれまで取り組んできた環境に配慮

した施策や取組を踏まえ「経済」「社会」「環境」の三側面の統合

的取組により「自律的好循環」を構築し、未来にわたって豊かで

活力ある地域社会を創造するための事業計画 

第 3次水俣市環境基本計画

【2020（令和 2）年 3月】 

水俣市環境基本条例に基づく良好な環境を確保するための基

本となる計画で、第 6 次水俣市総合計画の環境に係る部門計画 

水俣市地球温暖化対策推進

実行計画（事務事業編） 

【2020（令和 2）年 4月】 

地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づき、市の全て

の事務・事業における温室効果ガス排出量を削減していくことを

目標に掲げた計画 

水俣市一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画 

【2012（平成 24）年 3月】 

長期的・総合的視野に立って、計画的な一般廃棄物処理を推進

するための基本方針を立案し、一般廃棄物の発生から最終処分に

至るまでの、基本的事項、具体的な施策、処理・処分施設の位置

づけを策定する計画 

第 2 期水俣市地域公共交通

網形成計画 

【2020（令和 2）年 3月】 

交通事業者と連携した公共交通の利便性向上の取組の検討、公

共交通の維持・活性化を図るための計画 

環境モデル都市づくり宣言 

【1992（平成 4）年度】 

水俣病の経験と教訓を活かし、自然の生態系に配慮した環境モ

デル都市づくりを目指し、水俣病の教訓を広く世界に伝えていく

ことを宣言したもの 

水俣市役所環境方針 

【1998（平成 10）年度】 

自治体として自らの環境負荷を減らすことはもとより、環境モ

デル都市の実現に向けた取組の強化を図り、地域及び地球環境の

保全・再生等に向けて、継続的に環境の保全と改善に取り組み、

持続可能な社会の構築を目指すことを謳ったもの 
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１－８ 将来推計 

 （１）現状趨勢（ＢＡＵ）ケースにおける温室効果ガス削減見込量の推計 

   現状趨勢（ＢＡＵ：Business As Usual）ケースにおける温室効果ガス排出量とは、

今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来の温室効果ガス排出量を指し

ます。 

   推計に当たっては、温室効果ガス排出量の推計に関する環境省のマニュアルを参考

に、温室効果ガス排出量と相関の大きい人口などを活動量として設定し、過去の傾向

が今後も同様の推移になると仮定して将来的な温室効果ガスの排出量を推計しました。 

推計は以下の式で算定します。 

 

ＢＡＵ排出量 ＝ 現状年度の温室効果ガス排出量 × 活動量変化率 

 

なお、推計で設定した活動量は把握可能な 2019（平成 31、令和元）年度までの値を

参照することとし、現状年度もこれに合わせるものとします。 

 

表－7 現状趨勢（ＢＡＵ）ケースにおいて設定した活動量 

部門・分野 活動量項目 推計方法 単位 

活動量 

基準年度値 

（2013 年度） 

現状値 

（2019年度） 

将来推計値 

（2030年度） 

産業部門 

製造業 製造品出荷額 
過去のトレンド（2007～
2019）から算出 

万円 6,286,686 4,212,851 3,334,794 

建設業・鉱業 従業者数 
過去のトレンド（2007～

2019）から算出 
人 890 723 392 

農林水産業 従業者数 
過去のトレンド（2007～

2019）から算出 
人 185 185 222 

業務部門 従業者数 
過去のトレンド（2007～
2019）から算出 

人 9,758 9,256 8,711 

家庭部門 世帯 
過去のトレンド（2007～
2019）から算出 

世帯 12,180 11,671 11,202 

運輸部門 

自動車 

旅客 台数 
過去のトレンド（2007～
2019）から算出 

台 14,137 14,012 14,781 

貨物 台数 
過去のトレンド（2007～
2019）から算出 

台 4,328 3,990 3,219 

鉄道 人口 
過去のトレンド（2007～

2019）から算出 
人 26,729 24,275 20,560 

 

推計の結果、2030（令和 12）年度の排出量は、基準年度である 2013（平成 25）年

度と比較して 67,390t-CO2（38.8％）の削減が見込まれます。 

  

表－8 現状趨勢（ＢＡＵ）ケースにおける温室効果ガス削減見込量の推計 

部門 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 削減見込量 削減率 

基準年度 現状年度 将来推計 
2030年度 

削減見込量 

（t-CO2） 

2013 

（平成 25） 

年度比 

削減率 

2013 

（平成 25）

年度 

2019 

（平成 31、令

和元）年度 

2030 

（令和 12）

年度 

CO2 

産業部門 50,943 33,296 26,356 24,587 48.3％ 

業務部門 33,575 22,781 21,440 12,135 36.1％ 

家庭部門 49,969 26,087 25,039 24,930 49.9％ 

運輸部門 31,121 25,381 26,775 4,346 14.0％ 

その他ガス 8,288 6,800 6,895 1,393 16.8％ 

合計 173,895 114,345 106,505 67,390 38.8％ 

※端数処理の関係から、合計と内訳が一致しない場合があります。 
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 （２）電力排出係数の低減による温室効果ガス削減見込量の推計 

   電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、電力排出係数の影響を受けます。これは、

電力を発電するためにどれだけの二酸化炭素を排出したかを測る指標で、化石燃料を

用いた火力発電では、高い排出係数となります。現状年度 2019（平成 31、令和元）年

度における排出係数は 0.344 ㎏-CO2/kWh ですが、国の「地球温暖化対策計画における

対策の削減量の根拠」では、2030（令和 12）年度に電気の排出係数を 0.25 ㎏-CO2/kWh

とする目標となっています。 

   本市で使用される電気の排出係数を 0.25 ㎏-CO2/kWh とした場合、表－9 のとおり基

準年度である 2013（平成 25）年度と比較して 12,279t-CO2（7.1％）の削減が見込まれ

ます。 

 

表－9 電力排出係数の低減による温室効果ガス削減見込量の推計 

部門 

① ② ③＝①×② ④ ⑤＝③－④ ⑥ 

現状趨勢ケー

ス温室効果ガ

ス排出量

（t-CO2） 

電力比率 

（％） 

電気使用に伴う 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 
2030年度 

削減見込量 

（t-CO2） 

2013 

（平成 25）

年度比 

削減率 
直近の係数 低減後係数 

産業部門 26,356 38.3 10,094 7,336 2,758 5.4％ 

業務部門 21,440 76.9 16,487 11,982 4,505 13.4％ 

家庭部門 25,039 71.8 17,978 13,065 4,913 9.8％ 

運輸部門 26,775 1.4 375 272 102 0.3％ 

合計 99,610 － 44,935 32,656 12,279 7.1％ 

※端数処理の関係から、合計と内訳が一致しない場合があります。 

※①は表－8 2030（令和 12）年度将来推計温室効果ガス排出量（t-CO2）より抜粋 

※②は、2019（平成 31、令和元）年度実績値の割合を使用。目標年度まで継続すると仮定 

※③は、2019（平成 31、令和元）年度における排出係数 0.344 ㎏-CO2/kWh により算出した温室効

果ガス排出量 

※④は、2030年度における排出係数は 0.25㎏-CO2/kWh により算出した温室効果ガス排出量 
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 （３）国等と連携して進める対策による温室効果ガス削減見込量の推計 

国等と連携して進める各種地球温暖化対策の取組による温室効果ガスの削減量を推

計した結果、表－10のとおり 2030（令和 12）年度の目標年度において 6,387t-CO2（3.7％）

の削減が見込まれます。 

 

表－10 国等と連携して進める対策による温室効果ガス削減見込量の推計 

部門 取組 

2030 年度 

削減見込量 

（t-CO2） 

2013 

（平成 25） 

年度比 

削減率 

産業部門 エコタウンの推進 562 
1.2％ 

 環境保全型農業の推進 24 

業務部門 公共施設への再生可能エネルギーの導入推進 1,383 

4.3％  公共施設の省エネルギー化 25 

 市内地域防犯灯のＬＥＤ化 27 

家庭部門 住宅の省エネルギー化 443 
1.2％ 

 再生可能エネルギーの導入促進 160 

運輸部門 電動車の普及 2,843 
9.9％ 

 公共交通の利用転換の促進 247 

その他脱炭

素化の推進 

可燃ごみの減量 177 

－ 容器包装のリサイクル 416 

 市産材を活用した住宅づくり 80 

合計 － 6,387 3.7％ 

 

（４）将来推計の結果 

   上記（１）から（３）の要素を踏まえて推計した 2030（令和 12）年度における温室

効果ガスの削減見込量は 86,056t-CO2 であり、基準年度（2013（平成 25）年度）比で

約 50％の削減が見込まれます。 

 

表－11 温室効果ガス削減見込量の将来推計の結果 

項目 削減見込量（t-CO2） 
2013（平成 25）年度比 

削減率 

現状趨勢（ＢＡＵ）ケース 67,390 38.8％ 

電力排出係数の低減 12,279 7.1％ 

国等と連携して進める対策の推進 6,387 3.7％ 

合計 86,056 49.5％ 

※端数処理の関係から、合計と内訳が一致しない場合があります。 
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表－12 国等と連携して進める対策による温室効果ガス削減見込量の考え方 

部門 取組 算定方法 

産業部門 
エコタウンの推

進 

びんのリユースの本数×1本当たりの CO2削減量 

＝4,684,000本×0.12kg÷1,000 

＝562t-CO2 

 

※びんのリユース本数については、平成 28年～令和 2年の年間の実績値平均 

※1本当たりの CO2削減量については、LCA手法による容器間比較報告書を参照 

 
環境保全型農業

の推進 

■有機農業         ■カバークロップ     ■全体 

実施面積×削減効果     実施面積×削減効果    12+12＝24t-CO2 

＝13ha×0.93t-CO2/ha    ＝7ha×1.77t-CO2/ha 

＝12t-CO2          ＝12t-CO2 

 

※実施面積については、平成 28～令和 2年度の年間の実績値平均 

※排出係数については、環境保全型農業直接支払交付金最終評価（農林水産省）を参照 

業務部門 

公共施設への再

生可能エネルギ

ーの導入 

■総合医療センターの電力の切替え 

令和元年度電気使用量×電力排出係数 

＝5,422,745kWh×0.25kg-CO2/kWh÷1,000 

＝1,355.7t-CO2 

 

■水俣病資料館の電力の切替え 

令和元年度電気使用量×電力排出係数 

＝107,275.7kWh×0.25kg-CO2/kWh÷1,000 

＝26.8t-CO2 

 

■合計 

1,355.7＋26.8＝1,383t-CO2 

 

※電力排出係数については、国の「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」

では、2030（令和 12）年度に電気の排出係数を 0.25 ㎏-CO2/kWh とする目標となって

いる。 

※新型コロナウイルス感染症の影響による休館前の実績値を使用 

 
公共施設の省エ

ネルギー化 

総合体育館（本館）の大アリーナ照明の LED化 

 LEDへの転換による消費電力削減量×年間照明時間×電力排出係数×転換数 

 

■400Wから 232Wへの転換 

 （400-232）÷1,000×6時間×313日×0.365kg-CO2/kWh÷1,000×18 基 

 ＝2.1t-CO2 

 

■1200Wから 285Wへの転換 

 （1,200-285）÷1,000×6時間×313日×0.365kg-CO2/kWh÷1,000×36基 

 ＝22.6t-CO2 

 

■合計 

2.1＋22.6＝25t-CO2/kWh 

 

※電力排出係数については、令和 2年度の九州電力の値 

 
市内地域防犯灯

のＬＥＤ化 

LED防犯灯への転換による消費電力削減量×年間照明時間×電力排出係数×転換数 

＝（40-6.3）W÷1,000×12時間×365日×0.365kg-CO2/kWh÷1,000×504件 

＝27t-CO2 

 

※白熱・蛍光防犯灯の消費電力を 40W、LED防犯灯の消費電力を 6.3Wとする 

※転換数については、平成 28年～令和 2年の新設・交換実績平均 63件/年×令和 5～12

年の 8年間 

※電力排出係数については、令和 2年度の九州電力の値 
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部門 取組 算定方法 

家庭部門 
住宅の省エネル

ギー化 

令和 5～12年の累積 ZEH件数×1件当たりのエネルギー削減効果×電力排出係数 

＝300件×4,047kWh×0.365kg-CO2/kWh÷1,000 

＝443t-CO2 

 

※新築住宅数については、建築着工統計の居住専用住宅数を参照、年間 60件と設定 

※政府は「2030年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB 基準の水準の省エ

ネルギー性能の確保を目指す」としている（第 6 次エネルギー基本計画（資源エネル

ギー庁））。令和 5 年の ZEH 普及率を 30％と仮定し、年間 5％の割合で普及が進むと仮

定 

※1件当たりのエネルギー削減効果については、「くまもとゼロカーボン行動ブック」を

参照 

※電力排出係数については、令和 2年度の九州電力の値 

 
再生可能エネル

ギーの導入促進 

太陽光発電設備設置件数×1件当たりのエネルギー削減効果×電力排出係数 

＝320件×1,372kWh×0.365kg-CO2/kWh÷1,000 

＝160t-CO2 

 

※太陽光発電設備設置件数については、令和 3年度から 40件ずつ増えていくと見込み、

令和 12年度時点で累計 320件と仮定 

※1件当たりのエネルギー削減効果については、「くまもとゼロカーボン行動ブック」を

参照 

※電力排出係数については、令和 2年度の九州電力の値 

運輸部門 電動車の普及 

水俣市の、鉄道を除いた CO2 排出量×電動車新車台数割合×電力に占める再エネ・原

子力比率 

＝25,387t-CO2×20％×56％ 

＝2,843t-CO2 

 

※政府は「2035 年までに、乗用車新車販売で電動車 100％を実現できるよう、包括的な

措置を講じる。商用車については、8t以下の小型の車について、2030年までに、新車

販売で電動車 20～30％、2040年までに新車販売で、電動車と合成燃料等の脱炭素燃料

の利用に適した車両で合わせて 100％を目指す」としている（第 6 次エネルギー基本

計画（資源エネルギー庁））。電動車新車台数割合については、2030 年時点で少なくと

も 20％は電動車が占めると仮定 

※第 6次エネルギー基本計画（資源エネルギー庁）の 2030年の電源構成 

 再生可能エネルギー：36～38％ 原子力：20～22％ 

 
公共交通の利用

転換の促進 

■高齢者の免許返納（「第2期水俣市地域公共交通網形成計画」より） 

・令和元年度市民アンケートの調査結果から、公共交通の必要性が高いと考えられる高

齢者の65.2％が運転免許を保有しており、そのうち8.3％は5年以内に返納の考えがあ

る。 

⇒利用転換人数＝9,456人（令和元年度住民基本台帳）×65.2％×8.3％＝511人 

・5年以内に免許返納の意思を持つ高齢者の居住地区は、市街地区34.1％、東部地区9.1％、

南部地区22.7％、久木野地区9.1％、長崎地区18.2％、湯出地区6.8％（令和元年度市

民アンケート結果） 

・外出1回の移動距離は、市街地区1.5km、東部地区8.5km、南部地区6.1km、久木野地区

15.5km、長崎地区5.0km、湯出地区9.2kmと設定 

・外出頻度は「週3日」が多いため週3日を設定（令和元年度市民アンケート結果） 

 

≪CO2の排出削減量≫ 

市街地区 ：511人×34.1％× 1.5km×2×156日×119g-CO2= 9.7t-CO2 

東部地区 ：511人× 9.1％× 8.5km×2×156日×119g-CO2=14.7t-CO2 

南部地区 ：511人×22.7％× 6.1km×2×156日×119g-CO2=26.3t-CO2 

久木野地区：511人× 9.1％×15.5km×2×156日×119g-CO2=26.8t-CO2 

長崎地区 ：511人×18.2％× 5.0km×2×156日×119g-CO2=17.3t-CO2 

湯出地区 ：511人× 6.8％× 9.2km×2×156日×119g-CO2=11.7t-CO2 

合計   ：106.54t-CO2（1人平均排出量 208.5kg-CO2） 

 

第2期水俣市地域公共交通網形成計画の運転免許返納特典の申請者数の目標値より、令和

5年度から令和12年度まで累計1,052人の高齢者が免許を返納すると仮定 

208.5kg-CO2/人×1,183人÷1,000＝247t-CO2 
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部門 取組 算定方法 

その他脱炭

素化の推進 

可燃ごみの減量 

■家庭系ごみ 

令和 2年度可燃ごみ排出量×削減率×可燃ごみ燃焼 CO2排出係数 

＝3,024t×16％×340kg-CO2/t÷1,000 

＝164.5t-CO2 

 

■事業系ごみ 

令和 2年度可燃ごみ排出量×削減率×可燃ごみ燃焼 CO2排出係数 

＝899t×4.2％×340kg-CO2/t÷1,000 

＝12.8t-CO2 

 

■合計 

 164.5＋12.8＝177t-CO2 

 

※令和 9年時点で可燃ごみの排出量を 3,500tまで削減する目標としている（第 3次水俣

市環境基本計画）ことより、家庭系ごみは、令和 2年度実績 3,024tから 393t（▲16％）

の削減、事業系のごみは、令和 2年度実績 899tから 27t（▲4.2％）の削減が必要と

試算 

容器包装のリサ

イクル 

分別・収集される容器包装プラスチック量×廃プラスチックの CO2排出係数 

＝150t×2.77t-CO2/t 

＝416t-CO2 

 

※分別・収集される容器包装プラスチック量については、平成 28～令和 2年度の年間の

実績値平均 

市産材を活用し

た住宅づくり 

市産材を活用した住宅数×木材 1㎥当たりの CO2固定量×1戸当たりの市産材体積 

＝10戸×605kg-CO2/㎥÷1,000×13.3㎥/戸 

＝80t-CO2 

 

※市産材を活用した住宅数については、年間 10件と仮定 

※1戸当たりの市産材体積については、平成 28～令和 2年度の年間の実績値平均 

※木材 1㎥当たりの CO2固定量については、木材（杉）の重さを 330kg/㎥とすると、165kg

が炭素となり、その 3.67倍（CO2と Cの分子量比：44/12）（＝605kg-CO2）が二酸化炭

素の重さになる。 
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１－９ 削減目標 

政府は、温室効果ガス排出量を 2030（令和 12）年度に 2013（平成 25）年度比で 46％

削減、2050（令和 32）年にはカーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を目指すという

目標を掲げています。 

本市では、将来推計、電力排出係数の低減、温室効果ガス排出量削減のための取組を

推進した場合の試算より、2030（令和12）年度までに基準年度比温室効果ガス削減率50％、

長期目標として 2050（令和 32）年までに温室効果ガス排出量実質ゼロとすることを目標

とします。 

 

表－13 温室効果ガス削減目標 

年度 目標 

2030（令和 12） 
2013（平成 25）年度比 

温室効果ガス削減率 50％ 

2050（令和 32） 温室効果ガス排出量実質ゼロ 

 

 

 

 

 

 
 

図－9 温室効果ガス削減のイメージ 

 

 

 



20 

２  推進体制等 

 

２－１ 推進体制 

  地球温暖化は、農林水産業、製造業、各種サービス業、家庭部門等広範囲にわたって

おり、市・事業者・市民それぞれが自ら対策を講じる必要があるとともに、本計画を確

実に推進していくため、各主体が協働して取組を進めることが重要です。ごみの高度分

別・リサイクルや水俣オリジナルの環境ＩＳＯをはじめとした、本市がこれまで築き上

げてきた強みを生かしながら地球温暖化対策に取り組んでいきます。 

 

（１）市の役割 

・次の世代へと協働の取組を引き継ぐための啓発活動と地球温暖化に関する最新の動向

について情報提供を行います。 

・省エネルギーの取組や公共施設への再生可能エネルギーの導入等について、率先して

取り組みます。 

・小中学校における学校版環境ＩＳＯ、水俣環境アカデミアにおける市民公開講座等、

環境教育を充実させ、地球温暖化防止・温室効果ガス削減の必要性の認識を広げると

ともに、将来を担う人材の育成を図ります。 

・本市の特性に応じた施策を展開していくほか、事業者や市民の行動の支援に努めます。 

・地球温暖化対策には、広域的な取組や専門的・技術的知見を要することがあるため、

国・熊本県・近隣市町村・大学等との連携を図ります。 

 

（２）事業者の役割 

・事業活動に伴うエネルギー使用量の節減及び再生可能エネルギーの導入に努めます。 

・環境負荷の少ない設備や環境に配慮した製品の導入・購入に努めます。 

・市が温室効果ガス排出量の把握のために実施する「エネルギー消費実態調査」に協力

します。 

・二酸化炭素の吸収源となる森林や農地の保全、再生の推進に協力します。 

・公共交通機関の利用促進のための周知、広報活動を行います。 

 

 （３）市民の役割 

・リサイクル推進員を中心とする自治会等の地域の活動において、ごみの減量化・分別

を推進します。 

・環境家計簿「みなまたエコダイアリー」等を活用し、省エネ及び省資源等の環境に配

慮したライフスタイルの構築を進めていきます。 

・市民公開講座等により地球温暖化及び再生可能エネルギーについて理解を深め、太陽

光発電設備や蓄電池等の導入に努めます。 

・普段から防災ハザードマップを確認したり、防災用具をそろえたりするなど自然災害

に備えるよう努めます。 

 

 

２－２ 進行管理 

  本計画の確実な推進のため、環境課が事務局となりＰＤＣＡサイクル（Plan:計画、Do：

実行、Check：評価、Action：改善）による進行管理を行います。毎年度、温室効果ガス

排出量の総量及び部門別の温室効果ガス排出量、削減に向けた取組の進捗状況について

調査し、取組の検証及び見直しを行います。 

取組の進捗状況については、水俣市環境白書等において公表します。 
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３  取組方針等 

 

３－１ 取組の方針 

1992（平成 4）年に「環境モデル都市づくり宣言」を行って以降、省エネ・省資源・リ

サイクルの実践による環境に配慮したライフスタイルの構築、再生可能エネルギーを用

いた設備・機器の利用転換を進めることで大幅な温室効果ガス排出量の削減を目指して

きました。環境面のみならず、これまで本市が独自に行ってきた環境モデル都市づくり

の実現に向けた取組は、様々な地域活力の創出につながっています。例えば、市民によ

るごみの高度分別は、リサイクル率の向上のみならず、資源の売却益を地域に還元する

ことによって、地域活動の活性化に寄与してきました。また、水俣エコタウンの推進は、

環境産業の立地や雇用の創出による地域活性化にも繋がっています。その他、住民によ

る森林育成、海の再生を目指す海藻の森づくりなどの自然環境保全、そして、環境にお

ける人材育成も図られてきており、「環境」と「経済」、「社会」の三側面が調和した持続

可能な地域社会の形成に寄与してきました。 

今後は、国により高く評価されてきたごみの高度分別や、環境教育等地域活力の創出

につながる取組を継続しながら、環境に配慮したまちづくりに関する普及啓発・情報発

信に力を入れ、市民意識の世代交代を図るとともに、さらなる温室効果ガスの削減を図

るため、再生可能エネルギーの導入を促進するなど、より効果的な取組に重点を置いて

温室効果ガスの削減を目指していきます。 

取組の重点化以外に基本的な方向性は変わりませんが、エネルギーの使用を減らし、

どうしても必要なエネルギーは再生エネルギー由来のものに切り替え、さらに多様な手

法により脱炭素社会の実現を目指すという方向性を明確にするため、基本的な方針を表

－14のとおり整理しました。 

 

表－14 取組の方針と関連するＳＤＧｓの目標 

取組の方針 関連するＳＤＧｓの目標 

省エネルギーの

推進 

 

      

再生可能エネル

ギーの利用促進 

 

     

多様な手法によ

る地球温暖化対

策の推進 
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３－２ 具体的な取組内容 

３－２－① 省エネルギーの推進 

  （１）日常生活・事業活動における省エネルギー行動の普及・促進 

    エネルギーの消費を抑えることにより、それに伴う温室効果ガスの排出量を削減

することができます。スイッチをこまめにオフにするなど個人が無理なく取り組め

るものから、省エネ設備の導入等費用がかかるものまで幅広くあります。一つ一つ

の効果は小さくても、市全体で取り組むことで大きな効果につながります。無理の

ない範囲で継続していくことが重要です。市では、以下の取組の具体例を市民生活・

事業活動の中で意識してもらうため、広く周知していきます。 

 

表－15 取組の具体例 

取組 

電気を小まめに消します 

暖房は 20℃を目安に、暖かい服装で過ごします 

冷房は 28℃を目安に、カーテンやすだれを活用して外の熱を遮ります 

クールビズ・ウォームビズを実施します 

シャワーは流しっぱなしにせず、節水します 

電灯をＬＥＤ照明に替えます 

地産地消を心がけ、輸送時の温室効果ガスの排出を減らします 

近所へはできるだけ徒歩や自転車で移動します 

自動車の急発進・急ブレーキは避け、エコドライブを心がけます 

自動車での移動が必要な際は、できるだけ公共交通機関を利用します 

家庭における家電製品・エアコン等の買替えの際は、省エネ型のものを選びます 

事業所におけるボイラー・空調等の更新の際は、省エネ型のものを選びます 

住宅・建物を高断熱化します 

自動車の買替えの際は、エコカーを選びます 

住宅をＺＥＨ
ゼ ッ チ

にします 

ビルをＺＥＢ
ゼ ブ

にします 
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省エネの取組は、図－12の家電製品の買換えの例のように、温室効果ガスの排出

削減だけでなく、エネルギー調達に係る経費を削減する効果も期待できます。 

 

 
 

図－12 出典：環境省「COOL CHOICE」ホームページより 
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    市の業務のほか、家庭においては環境家計簿「みなまたエコダイアリー」を活用

し、また、市内小中学校においては、学校版環境ＩＳＯを実施することで省エネ・

省資源の意識の啓発と、行動の習慣化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－13 環境家計簿「みなまたエコダイアリー」 

環境にやさしい暮らし、行動のための取組を宣言し、実践してもらうとともに、報告してもらった

毎月のエネルギー消費量等を温室効果ガス排出量の推計に活用しています。 
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（２）住宅・建築物の省エネ性能の向上 

住宅・建築物の省エネ化は、中長期にわたる温室効果ガス排出の抑制につながり

ます。国は、「2030 年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・ZEB 基準の水

準の省エネルギー性能の確保を目指す」としています。 

住宅を ZEHにして新築すると、1年間で 1世帯当たり 1,672.4kg-CO2の CO2削減効

果を見込むことができます。これはガソリンに換算すると約 720 リットル分の使用

に相当し、温室効果ガスの排出削減に大きな効果を期待することができます（「くま

もとゼロカーボン行動ブック」より）。 

また、蓄電池やＶtoＨ（Vehicle to Home：電気自動車を充電することに加え、電

気自動車から家庭に電力を供給することができるシステム）、電気自動車と組み合わ

せることで、災害の発生に伴う停電時に太陽光発電による電気を使うことができる

メリットがあります。ZEH は、このほか、高い断熱性能により、居室内の温度差を

小さくすることでヒートショック（急激な温度変化によって引き起こされる心筋梗

塞などの健康被害）のリスクを軽減します。 

市では、公共施設の省エネルギー化に努めていくとともに、ZEH や省エネ設備の

導入など環境配慮型建築物の普及・促進を図ります。 

 

 
 

図－14 出典：環境省 COOL CHOICE「ゼロカーボンアクション 30」より 
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図－15 ZEH 住宅  出典：環境省「COOL CHOICE」ホームページより 

 

 

 ３－２－② 再生可能エネルギーの利用促進 

（１）公共施設への再生可能エネルギーの導入 

   2017（平成 29）年 2月から 2019（平成 31）年 3月にかけて市役所仮庁舎において

行った再生可能エネルギーを中心とした電力の導入可能性調査を経て、2020（令和

2）年から図書館や公民館、小中学校等の一部の公共施設（14施設）において、水力

由来の電力を導入しました。これは将来にわたって公共施設から排出される温室効

果ガスの削減に寄与するものです。 

   今後も、導入可能な施設においては、環境負荷の少ないエネルギーへの使用転換

による温室効果ガスの削減を図ります。 

 

 （２）太陽光発電、蓄電池等の普及・促進 

   現在、市内の全小中学校をはじめとするいくつかの公共施設で太陽光発電設備を

設置し、太陽光由来の電力を利活用しています。また、新たに PPA モデル（第三者

所有型電力販売契約）により、初期費用及びメンテナンス費用の負担がない太陽光

発電設備の設置を検討しています。太陽光発電は環境負荷の少ない電力供給方式で

あるばかりでなく、蓄電池などと組み合わせることで停電時における非常用電源と

なり、災害対策にもつながります。 
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    一方で、いわゆるメガソーラーのような地上設置型の大規模な太陽光発電設備等

に関し、地域の自然環境・生活環境や景観への影響が懸念されるケースが見受けら

れるようになりました。本市では、再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガ

イドラインを定め、事業者が計画段階において検討すべき、災害の防止、良好な景

観の保全、生活環境の保全、地域との関係構築を図るための配慮事項等を示し、再

生可能エネルギー発電事業と地域との共生が図られるよう適切な管理を促すことと

しています。第 3 次水俣市環境本計画において、本市は、市民と協働して豊かな自

然を維持することや森林の持つ水源かん養機能を向上させることを目指しているこ

とから、地域の自然環境、良好な景観、生活環境の保全に影響を及ぼすものについ

ては、慎重に対処していきます。 

 

0 円ソーラー 

事業者が初期費用を一時負担して、太陽光発電設備を設置し、住宅所有者は電気料金又はリース料

を支払うことで、初期費用 0 円で太陽光発電を設置できます。 

※利用条件は契約内容によって異なるため、各事業者との契約内容をご確認ください。 

  

 

ＰＰＡ 

ＰＰＡ（Power Purchase Agreement）とは電力販売契約という意味で第三者モデルとも呼ばれてい

ます。企業・自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電

した電気を企業・自治体が施設で使うことで、電気料金と CO2排出の削減ができます。 

※契約期間など契約内容によって変わってくるため、不明な点は事前に確認が必要です。 

 

図－16 初期費用を抑えた太陽光発電の導入例 出典：環境省ホームページより 
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 （３）電力プランの切替え 

   事業所や工場等、建物全体でエネルギー消費量の収支をゼロにすることが難しい

場合でも、再エネ電力に切り替えることで、温室効果ガス排出の削減に寄与するこ

とができます。家庭においても、太陽光パネルの設置による自家発電だけではなく、

再生可能エネルギー比率の高い電気料金プランへ切り替える方法があります。 

 

 

 ３－２－③ 多様な手法による地球温暖化対策の推進 

（１）可燃ごみの減量化、リサイクルの推進 

本市では、1993（平成 5）年から家庭ごみの減量化を図るため、それまで 2 分別

であった分別数を 10 倍にまで増やして、市民主体で徹底した分別に取り組んでき

ました。排出される可燃ごみには、生ごみが多く混入していましたが、2016（平成

28）年に実施した適正分別指導により生ごみの混入率が減少し、可燃ごみ排出量は

減少傾向にあります。 

家庭から排出される可燃ごみについては、引き続き高度分別収集を実施するとと

もに、リサイクル推進委員の研修会や広報による情報提供等によりごみ分別の徹底

を継続して呼びかけ、ゼロ・ウェイストのまちづくりを推進します。 

 

 
図－17 出典：環境省 COOL CHOICE「ゼロカーボンアクション 30」より 
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（２）農林水産業による二酸化炭素吸収源の維持 

植物が有する炭素貯留機能は、地球温暖化防止に大きく貢献するものであり、京

都議定書では、森林や農地における炭素の貯蓄を高める農地管理や森林管理といっ

た活動が選択可能な二酸化炭素吸収源活動として位置づけられています。本市にお

いては、面積 163.29㎢のうち森林が 121.29㎢と市域の約 74％を占めており、次い

で農用地が約 10㎢と約 6％を占めています。 

林業においては、森林経営計画等に基づく計画的かつ適切な森林管理を推進する

ことにより、森林の有する炭素固定機能や多面的機能が十分に発揮できるよう取組

を進めます。併せて、市産材の活用を推進し、林業の振興も図ります。 

農業においては、国の法令に基づく支援制度を活用し「有機農業」「たい肥の施用」

「カバークロップ」といった一般的な農法に比べて農地の土壌に有機炭素がより貯

留されやすくなる取組のサポートを行うことによって、農業生産に由来する環境負

荷を低減するとともに、農地における土壌の炭素貯留量の増加を促すことにより温

室効果ガス削減につなげます。また、吸収源としての取組以外にも、農産物の輸送

に伴う温室効果ガスの削減を図るため、地場産食材を学校給食センターで活用する

など、地産地消を推進します。 

水産業においては、「海藻の森づくり」事業により、二酸化炭素吸収源としての藻

場の育成を推進します。 

 

（３）公共交通の利用転換の促進 

今後は高齢化により自動車が運転できなくなることで地域公共交通の利用数が戻

ることが予想されるため、既存の交通網の整備、利便性の向上を図るとともに、運

転免許証の自主返納を促す支援事業の積極的な周知・広報を促進します。 

 

  （４）次世代自動車の普及・促進 

政府は、「2030 年までに乗用車新車販売に占める次世代自動車の割合を 5 割～7

割にすること、2035 年までに乗用車新車販売に占める電動車（EV、FCV、PHV 又は

PHEV、HV）の割合を 100％にすることを目指す」としています。 

年間 10,000km（1日約 30km）走行する人が、車をガソリン車から電気自動車（EV）

に買い換え、電気自動車の電力を全て太陽光発電で自給した場合、ガソリン約 320

リットルの使用が減り、その分の CO2が 743.4kg-CO2/年削減されます。燃料費が年

間約 63,000 円の節約にもなり、経済的なメリットも期待されます（「くまもとゼロ

カーボン行動ブック」より）。 

ガソリン等の化石燃料を電気へ、その電気を再生可能エネルギー由来のものへと

着実にシフトしていくことが必要です。 

 

  （５）環境学習の推進 

    本市の環境モデル都市づくりを全世界に波及させるため、引き続き水俣病資料館

等における公害学習、水俣病の教訓発信に取り組むことはもとより、市内の小中学

校においては、学校版環境ＩＳＯを実施することにより、省エネ・省資源の意識の

啓発、行動の習慣を身につけさせ、温室効果ガス排出削減を図ります。また、水俣

環境アカデミアにおいて市民公開講座等の人材育成事業を実施することにより、持

続可能な地域社会づくりの形成に寄与します。 
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３－３ 「適応策」の推進 

これまで記載した温室効果ガスの排出の削減を目的とする対策のことを「緩和策」と

いいますが、現に表れている、又は、避けられない地球温暖化の進行がもたらす気候変

動の影響に備えるための対策を「適応策」といいます。地球温暖化により、豪雨の増加

に伴う自然災害の増加、熱中症のリスクの増加、動植物の生育分布の変化など既に私た

ちの身の回りに生じている様々な影響を回避又は軽減するため、次のような適応策とし

ての取組も実施していきます。 

 

農林水産業 
■食害駆除による藻場の保全の支援 

■病害虫や家畜伝染病等の情報の発信 

防災 

■市ホームページ等を活用した防災情報の発信 

■防災ハザードマップの改訂・周知 

■防災訓練の実施 

■急傾斜地の崩壊対策等治山・治水対策の推進 

■森林の適切な管理による水源かん養機能の向上 

■施設・設備の耐震化による水道施設の強靭化 

健康 

■熱中症対策についての普及・啓発 

■公共施設への空調設備の導入 

■市ホームページ等を活用した食中毒・感染症についての情報発信 

 

 

 

 

 
 

図－18 緩和策と適応策  出典：気候変動適応情報プラットフォームより 
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図－19 水俣市の防災情報  出典：水俣市防災ハザードマップより 
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用語解説 

 

■温室効果ガス 

大気中に拡散された温室効果をもたらす物質。

とりわけ産業革命以降、代表的な温室効果ガス

である CO2や CH4のほか、フロン類などは人為的

な活動により大気中の濃度が増加の傾向にあり

ます。地球温暖化対策推進法では、CO2、CH4、

N2O に加えてハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、

パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふっ化硫黄

（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の 7種類が区域施

策編の対象とする温室効果ガスとして定められ

ています。 

 

■緩和策 

温室効果ガスの排出の抑制や、森林等の吸収作

用を保全及び強化することで、地球温暖化の防止

を図るための取組のことです。 

 

■吸収源 

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを吸

収し、比較的長期間にわたり固定することのでき

る森林や海洋などのことを指します。 

 

■現状趨勢 BAU（Business As Usual）ケース 

今後追加的な対策を見込まないまま推移した

場合の将来の温室効果ガス排出量を指します。

BAUケースの排出量を推計することで、「将来の

見通しを踏まえた計画目標の設定」や「より将来

の削減に寄与する部門・分野別の対策・施策の

立案」を行うことができます。 

 

■カーボンニュートラル 

CO2 をはじめとする温室効果ガス排出量を、実

質ゼロにすること。排出削減を進めるとともに、

排出量から、森林などによる吸収量をオフセッ

ト（埋め合わせ)することなどにより達成を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

■COOL CHOICE 

政府が推進している、CO2 などの温室効果ガス

の排出量削減のために、脱炭素社会づくりに貢

献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、

「ライフスタイルの選択」など、日々の生活の中

で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取

組のことです。 

 

■再生可能エネルギー 

法律で「エネルギー源として永続的に利用する

ことができると認められるもの」として、太陽光、

風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他

の自然界に存する熱、バイオマスが規定されて

います。これらは、資源を枯渇させずに繰り返

し使え、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因

となる CO2をほとんど排出しない優れたエネルギ

ーです。 

 

■自家消費型太陽光発電 

民間企業や地方公共団体、家庭等において、

敷地内の屋根や駐車場に太陽光発電設備を設置

し、その電力を建物内で消費する方法のことで

す。 

 

■次世代自動車 

 電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自

動車（PHV・PHEV）、燃料電池自動車（FCV）、クリ

ーンディーゼル自動車（CDV）等の環境負荷の低

い自動車です。 

 

■ＳＤＧｓ 

 持 続 可 能 な 開 発 目 標 （ Sustainable 

Development Goals）の略称で、17のゴール・169

のターゲットから構成される、2030 年までに持

続可能でよりよい世界を目指す国際目標を指し

ます。 
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■政府実行計画 

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガス

の排出の削減等のため実行すべき措置について

定める計画のことです。2021 年に改定された同

計画では、2030 年の温室効果ガス排出目標が

50％削減（2013 年度比）に見直され、その目標

達成に向け、太陽光発電の導入や新築建築物の

ZEB 化等の様々な施策を率先して実行していく

こととしています。 

 

■ゼロカーボンアクション 

政府が、2050 年カーボンニュートラルの実現

に向けて、衣食住・移動・買い物など日常生活

におけるアクションとそのアクションによるメ

リットをまとめたものです。 

 

■適応策 

現に表れている、又は、避けられない地球温暖

化の進行がもたらす気候変動の影響を回避又は

軽減するための取組のことです。 

 

■ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH） 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるととも

に、高効率な設備システムの導入により、室内

環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実

現した上で、再生可能エネルギーを導入するこ

とにより、年間の一次エネルギー消費量の収支

がゼロとすることを目指した住宅のことです。 

 

■ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB） 

先進的な建築設計によるエネルギー負荷の抑

制や自然光・風などの積極的な活用、高効率な

設備システムの導入等により、エネルギー自立

度を極力高め、年間のエネルギー消費量の収支

をゼロとすることを目指した建築物のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■排出係数 

温室効果ガスの排出量を算定する際に用いら

れる係数のことです。温室効果ガスの排出量は、

直接測定するのではなく「活動量」（例えば、ガ

ソリン、電気、ガスなどの使用量）に、「排出係

数」を掛けて求めます。排出係数は、地球温暖化

対策推進法施行令で定められています。 

 

■パリ協定 

2015年 12月にフランス・パリで開催された国

連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）

で採択された新たな国際的枠組みです。主要排

出国を含む全ての国が削減目標を 5 年ごとに提

出・更新すること等が含まれています。 

 

■ＶtoＨ 

Vehicle to Home の略称で、電気自動車を充電

することに加え、電気自動車から家庭に電力を供

給することができるシステムのことです。 

 

■PPA モデル 

設備設置事業者が発電した電力を特定の需要

家等に供給する契約方式です。事業者が需要家

の屋根や敷地に太陽光発電システムなどを無償

で設置・運用して、発電した電気は設置した事

業者から需要家が購入し、その使用料を設備設

置事業者に支払うビジネスモデル等を想定して

います。需要家の太陽光発電設備等の設置に要

する初期費用がゼロとなる場合もあるなど、需

要家の負担軽減の観点でメリットがありますが、

当該設備費用は電気使用料により支払うため、

設備費用を負担しないわけではないことに留意

が必要です。 

 


